
児童生徒のタブレット端末の持ち帰りが始まります
一人一台のタブレット端末の持ち帰りについて
　令和２年度から町立小中学校において導入の始まった一人一
台のタブレット端末は、令和４年度１学期までに全学年での整備
が完了しました。現在、各学校で様々な教育活動において、タブ
レット端末の活用を進めています。
　タブレット端末の特性・強みを生かすことで、情報活用能力な
どの従来ではなかなか伸ばせなかった資質・能力の育成や、今ま
でできなかった学習活動の実施が可能となりました。
　令和４年度２学期から一部の学校で持ち帰り学習の試行を
行っており、10 月から各学校や学年の学習に合わせ、必要に応
じてご家庭にタブレットを持ち帰って学習する取り組みを始め
ていきます。
持ち帰り学習にあたっての基本的な考え方
　本町では、全ての児童・生徒が学習などに取り組むための一つ
のツールとして、タブレット端末を適切に活用し、様々な課題を
解決するために必要な力を身に付けることを目指しています。
　持ち帰り学習を行うにあたっては、児童・生徒一人一人が、自
分の興味・関心に合わせ、タブレット端末を積極的かつ効果的に
活用し、自ら進んで学びを深めていくことができるようにしてい
きます。
　また、ご家庭でタブレットでの学習をより安全に、安心して

行っていただけるよう、有害サイトなどへのアク
セス制限をするフィルタリング設定など、個人情
報保護の対策を行うとともに、情報通信機器の適
切な利用に向けた情報モラル教育に取り組みます。
　なお、インターネットへの接続環境が確保されていないご家庭
においては、タブレット端末とともに無線通信機器を貸し出し、
どのご家庭でも学習が行えるよう各学校に機器を整備していま
す。
タブレット端末を持ち帰ることで期待される効果
①興味・関心に応じた学び

児童・生徒一人一人が、自分の興味・関心や、学習の進度に
応じた学びを実現していくことができます。

②学びの連続性
タブレット端末を活用し、学校での学びと家庭での学びを結
び付けることで、児童・生徒の資質・能力の一層の向上を図
ることができます。

③学びの保障
学習に取り組む場所と時間が広がることで、学級閉鎖などに
より授業に参加できない児童・生徒や、様々な理由から教室
で授業を受けることが難しい児童・生徒に対応することがで
きます。


